
 鳥取市食品衛生条例及び鳥取市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年３月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第７号 

   鳥取市食品衛生条例及び鳥取市手数料条例の一部を改正する条例 

（鳥取市食品衛生条例の一部改正） 

第１条 鳥取市食品衛生条例（平成２９年鳥取市条例第６５号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「政令」という。）」の次に「並びに農林水産物及び食品の輸出の促進に

関する法律（令和元年法律第５７号。以下「輸出促進法」という。）」を加える。 

第５条第１項及び第６条第２号中「法第５２条第１項」を「法第５５条第１項」

に改め、同条に次の２号を加える。 

⑷ 輸出促進法第１５条第２項の規定に基づく輸出証明書（農林水産物及び食品

の輸出の促進に関する法律施行規則（令和２年財務省・厚生労働省・農林水産

省令第１号）第４条第１号に規定する衛生証明書のうち、食品に関するものに

限る。）の交付 １件につき４２０円 

⑸ 輸出促進法第１７条第２項の規定に基づく適合施設の認定 １件につき１

０，４００円 

別表を次のように改める。 

 別表（第６条関係）  



⑴ 飲食店営業 １件につき１７，６００円 

⑵ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売    

する営業 １件につき１１，５００円 

⑶ 食肉販売業 １件につき１１，５００円 

⑷ 魚介類販売業 １件につき１１，５００円 

⑸ 魚介類競り売り営業 １件につき２１，０００円 

⑹ 集乳業 １件につき１１，５００円 

⑺ 乳処理業 １件につき２１，０００円 

⑻ 特別牛乳搾取処理業 １件につき２１，０００円 

⑼ 食肉処理業 １件につき２１，０００円 

⑽ 食品の放射線照射業 １件につき２１，０００円 

⑾ 菓子製造業 １件につき１５，７００円 

⑿ アイスクリーム類製造業 １件につき１５，７００円 

⒀ 乳製品製造業 １件につき２１，０００円 

⒁ 清涼飲料水製造業 １件につき２１，０００円 

⒂ 食肉製品製造業 １件につき２１，０００円 

⒃ 水産製品製造業 １件につき１７，６００円 

⒄ 氷雪製造業 １件につき２１，０００円 

⒅ 液卵製造業 １件につき２１，０００円 

⒆ 食用油脂製造業 １件につき２１，０００円 

⒇ みそ又はしょうゆ製造業 １件につき１７，６００円 

（21） 酒類製造業 １件につき１７，６００円 

（22） 豆腐製造業 １件につき１５，７００円 

（23） 納豆製造業 １件につき１５，７００円 

（24） 麺類製造業 １件につき１５，７００円 

（25） そうざい製造業 １件につき２１，０００円 



(26) 複合型そうざい製造業 １件につき２８，５００円 

(27) 冷凍食品製造業 １件につき２１，０００円 

(28) 複合型冷凍食品製造業 １件につき２８，５００円 

(29) 漬物製造業 １件につき１７，６００円 

（30） 密封包装食品製造業 １件につき２１，０００円 

(31) 食品の小分け業 １件につき１１，５００円 

（32） 添加物製造業 １件につき２１，０００円 

（鳥取市手数料条例の一部改正） 

第２条 鳥取市手数料条例（平成１２年鳥取市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

  第６条第 1 項第２号中「１０８の項から１４６の項まで」を「１０５の項から１

４３の項まで」に改め、同条第３項中「１９９の項」を「１９６の項」に、「２００

の項」を「１９７の項」に改める。 

  別表第１中９９の項及び１００の項を削り、１０１の項を９９の項とし、１０２

の項を１００の項とし、１０３の項を１０１の項とし、１０４の項を削り、１０５

の項を１０２の項とし、１０６の項から１１１の項までを３項ずつ繰り上げ、同表

１１２の項中「１１６の項」を「１１３の項」に改め、同項を同表１０９の項とし、

同表中１１３の項から１５６の項までを３項ずつ繰り上げ、同表１５７の項中「１

５９の項」を「１５６の項」に改め、同項を同表１５４の項とし、同表中１５８の

項から１７３の項までを３項ずつ繰り上げ、同表１７４の項中「１９１の項」を「１

８８の項」に改め、同項を同表１７１の項とし、同表中１７５の項から２０１の項

までを３項ずつ繰り上げ、同表備考第１項中「１０８の項」を「１０５の項」に改

め、同表備考第２項中「１１１の項」を「１０８の項」に改め、同表備考第３項中

「１１２の項及び１１５の項」を「１０９の項及び１１２の項」に改め、同表備考

第４項中「１５７の項」を「１５４の項」に、「１０８の項」を「１０５の項」に改

め、同表備考第５項中「１６２の項」を「１５９の項」に、「１０８の項」を「１０



５の項」に改め、同表備考第６項中「１６２の項」を「１５９の項」に改め、同表

備考第７項中「１６０の項又は１６１の項」を「１５７の項又は１５８の項」に、

「１０８の項」を「１０５の項」に改め、同表備考第８項中「１６８の項」を「１

６５の項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例に 

よる。 

  

 


